
 
 

 
 
 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

就活中の学生の 88％が 

「企業のＳＮＳを見て入社意欲が増した」と回答 

～株式会社リソースクリエイションの調査から 

ＳＮＳ採用マーケティング「エアリク」を運営する、株

式会社リソースクリエイションは、2025年卒業予定の就

職活動中の学生 575名を対象に、「ＳＮＳ就活についての

実態調査」を実施しました。その概要を紹介します。 

◆選考に進む上で最も重要視することは「会社の雰囲気」 

「選考に進むうえで、何を最重要視するか」という質問

に対し、63.3％が「会社の雰囲気」と回答しています。「企

業理念」（11.0％）や「給与」（6.8％）と圧倒的な差がつ

きました。 

◆企業のＳＮＳアカウントは必要 

「企業のＳＮＳアカウントは必要だと思うか」という質

問に対しては、89％が「必要」と回答しています。その

理由として、 

・ホームページや文などでは伝わらない会社の雰囲気を

知ることができるため 

・ＳＮＳはより手軽に欲しい情報を入手することができ

るため 

・社風が強く出るものであると考えているから 

・企業理解が深まったり、オープンにしていることから、

信頼感が周りに比べて高くなると感じるためなどがあ

げられています。 

◆企業のＳＮＳを見て入社意欲が増した学生は 88％ 

「就職活動中、企業アカウントを見て入社意欲はどのよ

うに変化したか」という質問に対し、88％が「増した」

と回答しています。企業のありのままの雰囲気が伝わる

と親近感がわき、入社意欲が高まる効果が期待できそう

です。 

 

ee～～ろろううむむ..nneett 

  

令和 6 年 9 月号 連絡先：〒160－0023  

東京都新宿区西新宿 4-1-10-205 
社会保険労務士事務所ＮＫサポート 

電 話：03-6304-2745  

FAX：03-6304-2744 

ｅ－ｍａｉｌ： info@e-606.net 
  

 （い い 労 務） 

◆就活生の約半数がＳＮＳきっかけで企業選考を受

けたことがある 

「ＳＮＳがきっかけで企業の選考を受けたことが

あるか」という質問に対しては、約半数（49％）が「あ

る」と回答しました。 

学生にとって身近なＳＮＳは、就職活動という場面

でも当たり前に使用するものとなっています。企業が

学生のアカウントを確認するように、企業もしっかり

見られているのです。企業もＳＮＳ発信には本格的に

力を入れる必要があるでしょう。 

男性育休初の 30％超え～ 

「令和５年度雇用均等基本調査」より 

厚生労働省は、「令和５年度雇用均等基本調査」の

結果（従業員５人以上の 3,495事業所から回答）を公

表しました。この中から、男性の育児休業の取得状況

についてご紹介します。 

◆法改正により取得率が上昇 

昨年度の男性の育児休業取得率（産後パパ育休を含

む）は 30.1％で、令和３年度より 13ポイント増えて

過去最高を更新しました（女性は、84.1％（令和３年

度より 3.9ポイント増））。 

同省は、取得率が 30％に達した理由として、令和４

年の育児介護休業法の改正により取得意向の確認が

義務付けられたことや、中小企業に様々な政策を打ち

出し、制度が周知されたことなどを挙げています。 

育児休業の取得期間は、「１か月～３か月未満」が

28.0％（令和３年度 24.5％）と最も高く、「５日～

２週間未満」が 22.0％（同 26.5％）、「２週間～１

か月未満」が 20.4％（同 13.2％）となっており、２

週間以上取得する割合が上昇しています。 

 

事業所の規模別では、「従業員 500人以上」が 34.2％

で最も多く、100人以上の事業所では 30％を超えて

いるのに対し、「５～26 人」の事業所は 26.2％で

した。 

◆従業員 300人以上の企業は取得率公表が義務化 

政府は、男性の育児休業取得率を令和７（2025）

年までに 50%に上げることを目標に掲げています。

取得率を向上させる施策として、来年４月からの育

児介護休業法の改正により、従業員が 300 人超

1,000 人以下の企業にも取得率の公表が義務付けら

れるようになります。また、従業員数 100人超の事

業主に対して、行動計画策定時に育児休業の取得状

況等に係る状況把握および数値目標の設定が新た

に義務付けられるようになります。 

【厚生労働省「令和５年度雇用均等基本調査」】 

https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/71-r05.html 

 

9月の税務と労務の手続［提出先・納付先］ 

10 日 

○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付［郵便局

または銀行］ 

○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出＜前月以降に採

用した労働者がいる場合＞ 

［公共職業安定所］ 

30 日 

○ 個人事業税の納付＜第１期分＞［郵便局または銀行］ 

○ 個人の道府県民税・市町村民税の納付＜第２期分＞

［郵便局または銀行］ 

○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀行］ 

○ 健康保険印紙受払等報告書の提出［年金事務所］ 

○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書

の提出 

［公共職業安定所］ 

○ 外国人雇用状況の届出（雇用保険の被保険者でない

場合）＜雇入れ・離職の翌月末日＞ 

［公共職業安定所］ 

 

https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/71-r05.html

